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今号の内容

初期行動から次段階の行動へ
　２月１３日に合意された初期行動の核心は、北朝鮮の核
施設の凍結・封印と国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による監視体
制の復活にあった。本誌前号に日誌を掲載したとおり、７月
１５日に５つの核施設の凍結が実行され、ＩＡＥＡは封印と監
視体制の設置を行った。ＩＡＥＡの第一陣１０人は７月１４日、
第二陣６人は７月２７日に現地入りした。８月１７日のＩＡＥＡ事
務局長報告１によると、７月１７日以来監視要員が交替しなが
ら長期的な監視体制が維持されている。いっぽう、「行動対
行動」の原則にしたがって、初期行動として重油５万トンが
韓国から北朝鮮に供給された。これでもって、初期行動は
基本的に履行されたと考えてよいであろう。
　２月１３日合意は、初期行動に続く「次の段階」について、
北朝鮮による「すべての核計画について完全な申告の提
出、及び黒鉛減速炉や再処理工場を含むすべての既存の
核施設の無能力化を含む」措置、及び他の５か国による「重
油5万トン相当の初期輸送を含めて重油100万トン相当を
上限とする経済、エネルギー及び人道支援」の北朝鮮への
提供を含む、と定義している２。したがって６か国は初期行動
が完了した段階で、「次の段階の行動」の内容の明確化と
具体化に進まなければならない。

　そのための会合として７月１８日－２０日の主席代表者会
合が北京の釣魚台国賓館で開かれた。武大偉（ウー・ター
ウェイ）中華人民共和国外交部副部長、金桂寛（あるいは
冠）（キム・ゲグァン）朝鮮民主主義人民共和国外務次官、
佐々江賢一郎日本国外務省アジア大洋州局長、千英宇
（チョン・ヨンウ）大韓民国外交通商部朝鮮半島平和交渉
本部長、クリストファー・ヒル・アメリカ合衆国東アジア太平
洋問題担当国務次官補、ウラジミール・ラフマニン・ロシア

次の段階のキーワードは
「完全な申告」と「無能力化」に向かう
「行動対行動」

　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の核兵器開発問題に関する６か国協議の焦点
は、２００５年９月の共同声明に謳われた「次の段階の行動」に移った。７月１８－２０日に開催
された６か国協議・首席代表者会合のプレスコミュニケは、内容的にはすでに共同声明
に盛り込まれていた内容を「全般的なコンセンサス」として再確認するに留まった。「次段
階の行動」の具体化には多くの困難が予想される。６か国協議は軍事力によらない地域
安全保障メカニズムを構想する上で注目すべき過程であるが、軍縮に向かう積極的意
志を持っているわけではないことを、私たちは忘れてはならない。

６か国協議

６か国協議の新段階
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米印核協定の問題点
〔資料〕米印核協定抄訳
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米核兵器はなぜ必要か
〔資料〕国防長官らの議会への報告全文
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連邦外務省大使が主席代表として参加した。
　２日間の会合の結果は、プレスコミュニケとして武大偉
副部長が発表した。その全文を資料として下の囲みに掲
げた。

全般的なコンセンサス
　代表者会議で合意すべき具体的な項目は多くあった。
しかし、プレスコミュニケで明らかなように、実質的な部分
では２月１３日合意を再確認する４項目の「全般的なコンセ
ンサス」が得られたに過ぎない。

①０５．９．１９共同声明、０７．２．１３合意の真剣な履行。
②北朝鮮による、すべての核計画の完全な申告及び
既存の核施設の無能力化の真剣な履行。
③９５万トンの重油相当の経済、エネルギー及び人道
支援を北朝鮮に提供。
④「行動対行動」の原則による   の義務の履行。

　そして詳細を議論するための作業部会の開催と次回の
６か国協議の開催に合意した。次回の６か国協議に関して
は「全般的なコンセンサスを実施するためのロードマップ
を作成するため」と明記されていることに注目したい。
　作業部会に関しては、「経済及びエネルギー協力」作業
部会（議長国：韓国）が８月７日－８日に板門店で、「朝鮮半
島の非核化」作業部会（議長国：中国）が８月１６日－１７日
に瀋陽（中国東北部）で、「東北アジアの平和及び安全の
メカニズム」作業部会（議長国：ロシア）が８月２０日－２１日
にモスクワで開催された。「米朝国交正常化」「日朝国交
正常化」の作業部会も、近日中に開催される予定である。

「無能力化」と「完全申告」
　作業部会で現在もっとも注目されるのは、瀋陽で開催さ
れた非核化作業部会と経済・エネルギー協力作業部会で
ある。細部を詰めようとすると、この両部会は密接に絡み
合ってくる。その事情を簡単に述べておこう。
　２月１３日合意のときから「無能力化」や「完全な申告」の
意味はあいまいなまま合意文が作成された。より詳しく立ち
入ろうとすると異論が噴出する問題であり、６か国ともまず
大枠の合意を優先させるための妥協が必要であったから
である。報道によると瀋陽での作業部会において、北朝鮮
は「無能力化」を寧辺（ヨンビョン）の黒鉛減速炉（電気出力
５メガワット）と使用済み核燃料の再処理（プルトニウム抽
出）施設から始めることを提案したようである。ＩＡＥＡ報告
書３によると、この２施設に次いで関心の高い核燃料加工施
設（寧辺）への定期的な査察のための自由なアクセスを北
朝鮮は許したということである。したがって、無能力化をま
ずこの２施設から始めるというのは、穏当な提案であると言
えるであろう。他の建設中の２基の原子炉に関してはＩＡＥ
Ａは２００２年の状態から変化がないと認定した４。
　とはいえ、２施設に限定しても無能力化の内容と手順に
は多くの駆け引きが存在するであろう。まして、完全な申告
から判明するかもしれない凍結５施設以外の施設まで考え
ると交渉は極めて複雑化する。段階を踏んだ無能力化及
び申告と経済・エネルギー支援には「行動対行動」の原則
と絡んで、次のような問題点が浮かび上がってくる。
①無能力化には、復旧の困難さの度合いがことなるさま
ざまな方法がある。施設の解体、全体的あるいは部分

Ⅰ．第６回６か国協議・首席代表者会合は、
北京において、２００７年７月１８日から２０日ま
で開催された。武大偉（ウー・ターウェイ）
中華人民共和国外交部副部長、金桂寛
（あるいは冠）（キム・ゲグァン）朝鮮民主
主義人民共和国外務次官、佐々江賢一
郎日本国外務省アジア大洋州局長、千英
宇（チョン・ヨンウ）大韓民国外交通商部
朝鮮半島平和交渉本部長、クリスト
ファー・ヒル・アメリカ合衆国東アジア太平
洋問題担当国務次官補、ウラジミール・ラ
フマニン・ロシア連邦外務省大使が、それ
ぞれの代表団の首席代表者として会合に
参加した。武大偉外交部副部長が、会合
の議長を務めた。
Ⅱ．参加国は、第６回６か国協議第1セッショ
ン以後の作業及び進展を検討し、６か国
協議のプロセスを促進させるためのすべ
ての当事者による建設的な努力に満足の
意を表明し、また、相互信頼を高め互いの
関係を改善するために生産的な２国間の
協議及び調整が行われてきたことを歓迎
した。
Ⅲ．朝鮮半島の非核化、関係者間の国交正

常化及び北東アジア地域の永続的な平
和と安定のため、６か国は次の段階の期
間中の作業について率直かつ実務的な
協議を行い、以下の全般的なコンセンサ
スに達した。
１．　参加国は、２００５年９月１９日の共同
声明及び２００７年２月１３日の合意文書
における誓約を真剣に達成することを
改めて述べた。

２．　朝鮮民主主義人民共和国側は、す
べての核計画についての完全な申告
及びすべての既存の核施設の無能
力化に対する誓約を真剣に履行する
ことを改めて述べた。

３．　朝鮮民主主義人民共和国に対し
て、９５万トンの重油に相当する規模を
限度とする経済、エネルギー及び人
道支援が提供される。

４．　参加国は、９月１９日の共同声明及
び２月１３日の合意文書に列記された
それぞれの義務を、「行動対行動」の
原則に従い実施することを約束した。

Ⅳ．参加国は、上記の全般的なコンセンサス
を実施するために、以下の措置をとることを
決定した。
１．　８月末までに、上記の全般的なコン
センサスを実施するための計画につ
いて協議するため、朝鮮半島の非核
化のための作業部会、米朝国交正常

化のための作業部会、日朝国
交正常化のための作業部会、
経済及びエネルギー協力のた
めの作業部会、並びに東北ア
ジアの平和及び安全のメカニ
ズムのための作業部会を開催
する。

２．　９月初めに、参加国は、すべ
ての作業部会からの報告を聴
取し、全般的なコンセンサスを
実施するためのロードマップを
作成するため、北京において、
第６回６か国協議第２セッション
を開催する。

３．　６か国は、９月１９日共同声
明、２月１３日合意文書及び全
般的なコンセンサスの実施を
確認し促進するため、また、北
東アジア地域における安全保
障面の協力を強化する方法及
び手段を探求するため、第６回
６か国協議第２セッションの後、
可能な限り早期に、北京におい
て閣僚会合を開催する。

（訳：ピースデポ。外務省仮訳を基
礎に英文と照合して改訂した。）

第６回６か国協議
首席代表者会合のプレスコミュニケ
北京、２００７年7月２０日

資料

　①
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　７月２７日、米国のライス国務長官とインドのムカジー外務
大臣は共同声明を出し（５ページに全訳）、両国間の核協
力協定をめぐる交渉が妥結したと発表した。さらに、８月３日
には、全１７条に及ぶ協定の全文が公開された（４ページに
抜粋訳）。ここでは、今回の米印協定の抱える問題を以下
４点にわたって論ずる。この協定は、インドに大幅に譲歩し
特別扱いすることで、ＮＰＴ体制を崩壊に導くものだと言わ
ざるをえない。

１．インドの核実験
　米印協定には、インドが核爆発実験を行った際に米国
が核協力を停止する権利がある旨を定めた条項が存在し
ない。しかし、これは米国の国内法に明確に抵触する内容
だ。０６年１２月１８日に成立した「米印原子力平和利用協力
法」（ヘンリー・ハイド法。公法１０９－４０１）の第１０４条ａ（３）（Ｂ）
に従えば、０５年７月１８日以降に核爆発実験を行った場合に
は米国は核協力を停止しなくてはならない。

　米国務省のマコーマック報道官は、米印協定にはインド
が核実験を行ったら核協力を終わりにする条項がある、と
述べているが１、これは明らかにウソだ。米印協定のどこを
探してもそのような明確な言及はない。このことは、他の２
国間協定と比較してみた場合によりはっきりとする。たとえ
ば、日米原子力協力協定（１９８８年）第１２条３項には、「日本
国政府が核爆発装置を爆発させる場合には、アメリカ合
衆国政府は、１に定める権利と同じ権利を有する」とあり、
その第１項には、「・・・他方の当事国政府は、この協定の下
でのその後の協力を停止し、この協定を終了させて、この
協定に基づいて移転された資材、核物質、設備若しくは構
成部分又はこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分
の使用を通じて生産された特殊核分裂性物質のいずれ
の返還をも要求する権利を有する」と書かれている。平た
く言うと、日本が核実験を行えば、米国は核協力を即停止
する権利を持っている。しかし、米印協定にはそうした内
容はない。インドのマンモハン・シン首相が８月１３日の国会

的なコンクリート固化、原子炉への中性子吸収剤の注
入など。北朝鮮としては、米国の敵視政策が復活したと
きのために復旧の余地を確保しなければならないと主
張することができる。
②一方で「行動対行動」の原則で、無能力化の進行を段
階に分けて実行し、段階ごとに経済・エネルギー支援
を提供するという交渉が絡むであろう。したがって、北
朝鮮がどのような支援形態をどの順序で要求するかが
問題となる。すでに北朝鮮は「軽水炉提供」の話し合い
の開始を要求していると伝えられる。
③「すべての核計画の完全な申告」も漠とした合意であ
る。北朝鮮の申告内容をどのように検証するか、という
最大の問題がある。米国は自国の諜報データと比較す
るであろうが、イラク戦争で暴露されたようにその精度
には大いに疑問がある。ウラン濃縮計画の有無につい
ての米朝間の争いがこの中に含まれる。信頼関係を長
期に維持しながら申告の精度をあげてゆくようなプロセ
スを考えざるを得ないであろう。
④ウランとプルトニウムの完全な申告のためには、これま
でも未解決であった初期のロシア製ＩＲＴ原子炉の使
用済み燃料から抽出したプルトニウム（推定１～２ｋｇ）
や、１９８６年～８９年の間の５メガワット黒鉛炉の運転から
生じたプルトニウムに関する未申告疑惑が解明されな
ければならない。さらに最近では、ＩＡＥＡ監視要員を２０
０２年１２月に追放した以後の核活動の定量的検証が必
要となる。

⑤もっとも機微に属する問題として、昨年１０月の核実験のため
に費やした核物質の量を明らかにしなければならない。さら
に弾頭化されているプルトニウムの有無など軍事機密に立ち
入った情報開示の問題が発生する。これら③、④、⑤の検証
問題が「行動対行動」との関連で交渉されることもありうるで
あろう。

　この他にも、テロ国家指定解除，拉致問題の進展などが、「行
動対行動」に絡んでくる可能性がある。
　信頼関係の構築のために、しばらくは６か国協議における忍耐
強い交渉が必要であろう。しかし一方では、未来の地域安全保
障について積極的な軍縮・平和のビジョンについて新しい思考
の枠組みを提案することが相互信頼の増進に大きく貢献するは
ずである。東北アジア非核兵器地帯の設立は、そのような新しい
質を持った枠組みであることを再確認しておきたい。

　　（梅林宏道）

注
１　２００７年８月１７日「朝鮮民主主義人民共和国（ＤＰＲＫ）における保障
措置の適用」（ＧＯＶ／２００７／４５-ＧＣ（５１）／１９）。
２　本誌２７５-６号、もしくはイアブック「核軍縮・平和２００７」資料に全訳が
ある。
３　注１と同じ。
４　注１と同じ。

なぜそこまで譲歩するのか
米印核協定・４つの問題点

●Ｍ

際立つインド優遇
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前文（略）
第１条　定義
本協定でいう、
（Ａ）～（Ｌ）略
（Ｍ）「平和的目的」とは、研究、発電、医療、
農業、工業といった分野における情報、核物
質、機器または部品の利用を含むが、核爆
発装置もしくはその他の軍事目的における
利用、それに関する研究、またはその開発は
含まない。任意の電力網からの軍事基地へ
の電力供給、軍事環境において診断、治療
および殺菌用として医療目的のために使用
する放射性同位体の生産、その他締約国に
よって合意される類似の用途は軍事目的と
みなさないものとする。
（Ｎ）（Ｏ）略
（Ｐ）「機微な核施設」とは、ウラン濃縮、核燃
料の再処理、あるいはプルトニウムを含んだ
核燃料を製造するために主に作られ、ある
いは利用される施設のことをいう。
（Ｑ）略
第２条　協力の範囲
１．締約国は本協定の規定に従って原子力

原子力の平和利用に関する
アメリカ合衆国政府とインド政
府の間の協力協定
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演説で述べたように、「協定はインドが将来的に核実験を
行う権利にまったく影響しない」のである２。

２．インドによる再処理
　米国は、インドに供給した核燃料の再処理を認めたくな
いとの立場であった。しかし、協定第６条（iii）にあるよう
に、米国由来の核燃料を再処理する施設とそこで分離さ
れた特殊核分裂性物質（プルトニウムなど）を利用する施
設には国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の保障措置をかけなくて
はならないとの内容を入れ込むことで米国は妥協した。こ
のプルトニウムはインドの高速増殖炉で燃やされる可能
性が高いが、問題は、インドが高速増殖炉を保障措置下
に置くことを一貫して拒否してきていることだ。軍民分離を
どのように確保しようとしているのか、不透明な部分が残さ
れている。

３．機微核技術の軍事利用
　協定第５条（２）によると、協定の修正協議を行えば、ウラ
ン濃縮、再処理、重水生産などに関する技術や施設をイン
ドに移転してよいことになっている。また、再処理等に関す
る軍民両用品目の移転については、それぞれの国内法な
どに従うと書いてあるだけで、ＩＡＥＡの保障措置下に置く
必要性について明記されていない。しかし、これでは、米
国がインドに移転した核技術、施設、品目を利用して、イン
ドが国産ウランを再処理しそれを軍事利用することを防げ
ない３。

４．核燃料供給保証
　協定第５条（６）には、インドに対する核燃料供給が途絶
えることがないようにさまざまな措置が定められている。第
５条（６）（ｂ）では、協定当事国ではないロシアやフランス、イ
ギリスにまで言及して、インドへの核燃料供給保証を図っ
ている。
　これもまた、米国のインドへの大幅譲歩を示しているとい
える。インドには、１９７４年に行った核実験によって、タラプー
ルの軽水炉へのウラン燃料供給を米国から止められたと
いう苦い経験があり、供給保証を米国に強く求めていたか
らだ。しかし、これほどまでに他国に配慮した２国間核協定
を米国は他のいかなる国とも結んでいない４。

　以上見てきたように、米国は、ＮＰＴ非加盟国のインドに対
して、ＮＰＴ加盟国ですら享受できないような特権的な扱い
を次 と々与えている。しかしこれは、核兵器開発を放棄する
ことで平和利用の権利を得るというＮＰＴの根幹に真っ向
から反するものである。インドだけ特別扱いは許されない。
（山口響）

注
１．ＡＦＰ通信、０７年８月１４日。
２．演説の内容については、以下を参照。pmindia.nic.in/
speech/content.asp?id=569
３．この点については、小山謹二（軍縮・不拡散促進センター）
「核兵器廃絶への道は閉ざされるのか３」。www.iijnet.or.jp/
JIIA-CPDNP/research/Koyama_Aug22.pdf
４．ダリル・キンボール他「より内容が悪くなった米印核協定」。
w w w . a r m s c o n t r o l . o r g / p r e s s r o o m / 2 0 0 7 /
20070803_IndiaUS.asp

の平和利用において協力するものとする。各
締約国は、原子力の平和利用に関する各々
の該当する条約、国内法、規則、および認可
要件に従って本協定を実施するものとする。
２．協定の目的は、締約国間の全面的民生用
原子力協力を可能にすることであり、締約国
は下記の領域およびその他を含むすべての
当該領域における協力を進めることができ
る。
　ａ．締約国間で合意される領域における高
等な原子力研究･開発
　ｂ．第３条に述べるような、双方ともに関心
および能力のある原子力安全問題
  ｃ．視察、会合、シンポジウムおよび共同研
究のための科学者交換の促進
　ｄ．締約国間または認められた者の間での
工業規模または商業規模の技術移転を含
めた、原子炉および関連核燃料サイクルの
諸側面を対象とする全面的民生用原子力
協力活動
　ｅ．インドの原子炉の耐用期間中に供給途
絶が起きた場合に備えるための核燃料の戦
略的備蓄の構築
　ｆ．生物学の研究、医療、農業・工業、環境
および気候変動その他を含む原子力関連
諸科学における高等な研究･開発
　ｇ．締約国または第三国の使用または利
益のために締約国間で行われる核物質の
供給

　ｈ．第６条に規定する核物質の形状もしくは
内容の改変
　ｉ．締約国または第三国の使用または利益
のために締約国間で行われる機器の供給
　ｊ．多数国参加プロジェクトなどにおける制
御熱核融合
　ｋ．締約国によって合意される、他の共通
の関心領域
３．略
４．締約国は、本協定の目的が平和的原子
力協力を規定することであって、いずれの締
約国についても、保障措置下に置かれてい
ない核関連活動に影響を及ぼすことではな
いことを確認する。したがって、本協定のい
かなる条項も、締約国が、本協定に従って移
転を受けた核物質、非核物質、機器、部品、
情報または技術とは無関係に生産、取得ま
たは開発した核物質、非核物質、機器、部
品、情報または技術を自国の目的に使用す
る権利に影響を及ぼすと解釈しないものと
する。
第３条　情報の移転（略）
第４条　原子力貿易
１．締約国は、各々の国の産業界、公益事業
体および消費者の相互の利益のために両
国間の原子力貿易を促進するものとし、また
適宜、第三国と一方の締約国との間での、他
方の締約国から得た品目の貿易も促進する
ものとする。締約国は、原子力施設が円滑に

●Ｍ

２００７年７月
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かつ中断なく運転するようにするには確実な
供給が不可欠であること、また両締約国の
産業界は、原子力施設の効率的運転の計
画を立てるために、予定どおりの納入が可能
であるという安心を常に必要としていること
を認識する。
２．略
第５条　核物質、非核物質、機器、部品およ
び関連技術の移転
１．核物質、非核物質、機器および部品は、本
協定と矛盾しない用途のために移転するこ
とができる。本協定に基づいて移転される特
殊核分裂性物質は、第５項に規定する場合
を除き、低濃縮ウランとする。
２．機微な原子力技術、重水生産技術、機微
な原子力施設、重水生産施設およびそのよ
うな施設の重要な構成要素は、本協定の修
正条項に従い、本協定に基づいて移転する
ことができる。濃縮、再処理または重水生産
施設において使用可能な核・非核両用品目
の移転は、締約国の各々の当該国内法、規
則および認可政策に従う。
３～５．略
６．（ａ）合衆国は燃料の確実な供給の約束を
インドに伝えた。２００５年７月１８日の共同声明
に従って、合衆国はまた、インドがその原子
炉用に燃料を確実かつ十分に入手できるよ
うにするために必要な状況を作り上げるとい
う保証を再確認した。２００５年７月１８日付共同
声明実施の一環として、合衆国は国内法を
修正するとともに、友好国および同盟国と協
力して原子力供給国グループの慣行を調整
し、インドが数カ国の企業から確実に、中断
なく、継続して燃料供給を受けることができ
るほか、国際燃料市場を全面的に利用する
ことができるようになるのに必要な状況を作り
上げることに、米国議会の同意を求めること
を約束する。
（ｂ）燃料供給の途絶に備えるべく、合衆国は
さらに、下記の追加的措置を講じる用意が
ある。
i）合衆国は米原子力法第１２３条に基づく原
子力の平和利用に関する米印二国間の協

定に、燃料供給に関する保証を盛り込むに
やぶさかでない。協定は米国議会に提出し
て承認を求めることになる。
ii）合衆国はインドと共に、ＩＡＥＡと協議し
て、インドにのみ適用される燃料供給協定を
取り決めるべく努める。
iii）合衆国は、インドがその原子炉の耐用
期間中の供給の途絶に備えるべく、核燃料
の戦略的備蓄を構築すべく努力するのを支
援する。
iv）以上の手立てにもかかわらず、インドに
対する燃料供給の途絶が起こった場合、合
衆国とインドは共同で、ロシア、フランスおよ
び英国といった国 を々始めとする一群の友
好的供給国を集めて、インドに対する燃料
供給を再開させる方策を実行する。
（ｃ）合衆国との上記の協調関係を踏まえて、
インドにのみ適用される保障措置協定をイン
ドとＩＡＥＡの間で協議して取り決め、保障措
置下に置かれた核物質の民生用からの転
用を防ぐための保障措置を定めるとともに、
外国からの燃料供給が途絶した場合に民
生用原子炉が確実に中断なく運転するため
にインドが講じることのできる是正措置を定
める。以上のことを考慮に入れて、インドはそ
の民生用原子力施設をインドにのみ適用さ
れる保障措置下に恒久的に置き、この目的
のためにＩＡＥＡと協議の上、適切な保障措
置協定を取り決める。
第６条　核燃料サイクル活動
　全面的な民生用原子力協力を行うという
約束に沿って、両締約国は、高等な原子力
技術を有する他の国 と々の間で行っている
のと同様に、下記の核燃料サイクル活動を
実施することができる。
i）いずれの締約国の管轄領土内において
も、本協定に従って移転されたウランについ
て、またそのようにして移転された機器にお
いて使用された、またはその機器を使用し
て生産されたウランについて、同位体２３５含
有量２０パーセントまでの濃縮を行うことがで
きる。
ii）いずれの締約国の管轄領土内において

　米国ならびにインド両国による、別名「１２３
協定」としても知られる原子力平和利用を目
指した二国間協定の交渉妥結は、米印の戦
略的パートナーシップにとって歴史的な節目
となった。この協定により、両国間における民
生用原子力取引が管理され、米印両国の企
業が互いの民生用原子力部門に関与でき
るようになる。
　この協定をめぐる交渉の妥結は、ブッシュ
米大統領ならびにインドのシン首相が構想
した全面的な民生用原子力協力の約束を

果たす大きな一歩となる。
　協定文書の合意に成功したことで、２００５
年７月１８日に両首脳からまず発表され、その
後２００６年３月２日に再確認が行われた米印
民生用原子力協力構想を推進することがで
きる。次の段階には、インドと国際原子力機
関（ＩＡＥＡ）との保障措置協定に関する交渉
や、インドとの原子力取引に対する原子力供
給国グループ（ＮＳＧ）４５か国の支持取り付け
などが含まれる。これらの追加的な行動が完
了した時点で、ブッシュ米大統領が今回の
協定文書を米議会に提出し、そこで最終承
認を仰ぐ運びとなる。
　米・インド間での民生用原子力協力は、エ
ネルギー安全保障の強化や、より環境に優し

いエネルギー源の提供、経済機会の拡大、
核不拡散の取り組みのさらなる強化など、戦
略的かつ経済的にも多大な利益を両国にも
たらすことになろう。
　今回の交渉合意という結果は、活気に満
ちた民主主義国である米印間で育ちつつ
ある二国間関係の強化につながる。我 は々
ブッシュ米大統領ならびにインドのシン首相
がうたった戦略的パートナーシップの強化に
尽力し、またこの歴史的なイニシアチブの履
行に向かって共に前向きに取り組んでいく所
存である。

　　（訳：田中博崇、ピースデポ）

インドのムカジー外相とライス
米国務長官による共同声明
ニューデリー　２００７年７月２７日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

も、本協定に従って移転されたプルトニウム、
ウラン２３３、高濃縮ウラン、および照射済核物
質の照射、また本協定に従って移転された
非核物質、核物質もしくは機器において使用
された、またはその使用によって生産された
プルトニウム、ウラン２３３、高濃縮ウラン、およ
び照射済み核物質の照射を行うことができ
る。
iii）２００５年７月１８日の締約国の共同声明で
想定された全面的民生用原子力協力を実
施する目的で、締約国は、本協定に従って
移転された核物質、ならびにそのようにして
移転された核物質、非核物質、もしくは機器
において使用された、またはその使用によっ
て生産された核物質および副産物質を再処
理する、またはその他の方法で形状もしくは
内容を改変することに対し、相互に同意を与
える。この権利を実行に移すため、インドはＩ
ＡＥＡの保障措置によって保障措置下に置
かれている核物質専用の新たな国営の再
処理施設を設置し、締約国は、このような再
処理またはその他の形状もしくは内容の改
変がこの新たな施設で行われる際の取決め
および手順に関して合意する。（中略）特殊
核分裂性物質が分離された場合、その物質
はＩＡＥＡの保障措置下にある国営施設での
み利用することができる。
iv）略
第７条～第９条　略
第１０条　ＩＡＥＡの保障措置
１．本協定に従って転移されたすべての核物
質および機器に関して、ならびにそのような
核物質および機器において使用された、ま
たはその使用によって生産された特殊核分
裂性物質に関して、その物質または機器が
協力締約国の管轄下または管理下にあるか
ぎり、保障措置を維持する。
２～８．略
第１１条～第１７条　略

（訳：鵜飼礼子、ピースデポ）
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【解説】
　どの核兵器保有国も、自国の核弾頭数を公表していない。以下

のデータは、非政府組織（ＮＧＯ）が、公的情報や議会証言、インタ

ビュー記事などを継続的に収集、分析することによって得られたも

のである。

　核弾頭数に関する情報を理解するに当たって、弾頭の保管状

況に関連して次のような４分類があることを知っておく必要があ

る。米国における分類であるが、他の国においても似たような事情

があると考えられる。しかし、この分類に厳格に従いながら核弾頭

の現状を分類することは困難である。本データでは、「核態勢見直

し（ＮＰＲ）」（０２年１月）において導入された迅速対応戦力の弾頭

と不活性貯蔵核弾頭を合わせて数を示すことにした。

①作戦配備された核弾頭　部隊に配備・貯蔵されている活

性状態の弾頭。ＮＰＲは、オーバーホール中の原潜の核弾頭

を作戦配備に含めないが、本図説では含めた。

②迅速対応戦力の弾頭　作戦配備からは外されたが、活

性状態に置かれ迅速に作戦配備に復活できる。

③予備貯蔵　ルーチン整備・検査のために確保されている

活性状態にあるスペアである。米国の戦略核兵器について

比較的正確な情報がある。概ね①の５～１０％と推定される。

④不活性貯蔵　退役した核弾頭で、時間が経過すると劣化

するトリチウムや電池などを除いて貯蔵している弾頭。将

来、再使用の可能性を残す。解体待ちのものも含まれる。

　米国では、他に「戦略的予備」と呼ばれるものがある。これは弾

頭の形ではなくて、一次爆発用プルトニウム・ピットと二次爆発部

分に分離して、対として別 に々貯蔵されている。約５，０００対あると

される。

　２００６年１０月９日に北朝鮮（ＤＰＲＫ）が核実験を行った。同国は

核保有国であると主張しているが、弾頭化／兵器化に関しては

情報がないので、図説では「核保有主張国」と位置づけた。

　核不拡散条約不加盟の核兵器保有国と見なされるインド、パキ

スタン、イスラエルを含めると、地球上には今なお２６，０００発を超え

地球上の核弾頭全データ図説

戦略核（小計５，２３６）
●ＩＣＢＭ（小計１，０５０）１

ミニットマンⅢ １，０５０
Ｍｋ-１２型（弾頭：Ｗ６２） １７０ ３００２

Ｍｋ-１２Ａ型（弾頭：Ｗ７８） ３３５ ７５０３

●ＳＬＢＭ４（小計２，０１６）
トライデントⅡ Ｄ５ ２，０１６５

Ｍｋ-４型（弾頭：Ｗ７６） １００ 1,６３２
Ｍｋ-５型（弾頭：Ｗ８８） ４５５ ３８４

●爆撃機搭載核兵器６（小計１，９５５）
核爆弾　Ｂ６１-７　　可変＜１～３６０
　　　　Ｂ６１-１１７   ５ ５５５
　　　　Ｂ８３-１　　 可変＜１，２００
ＡＬＣＭ（弾頭：Ｗ８０-１） ５～１５０１，０００
ＡＣＭ（弾頭：Ｗ８０-１） ５～１５０ ４００
●戦略核予備（小計２１５)

　非戦略核（小計５００）８

●ＳＬＣＭ
トマホーク（弾頭：Ｗ８０-０） ５～１５０ １００９

●核爆弾 Ｂ６１-３,４,１０ ０．３～１７０ ４００１０

　迅速対応戦力及び
　不活性貯蔵１１（小計４，２２６）

１ 作戦配備のもののみ。
２ 単弾頭が１５０基、３ＭＩＲＶが５０基。W６２は２００９年に退役予定。
３ ２～３ＭＩＲＶ×３００基。
４ オハイオ級戦略原潜１４隻に搭載。ミサイル数は３３６基（１４×２４）。作
戦配備のもののみ。

５ １４隻×２４発射管×６ＭＩＲＶ。
６ ストラトフォートレスＢ-５２Ｈ（９４機のうちの５６機）、スピリットＢ-２Ａ（２１

機のうちの１６機）、計７２機が任務（核・非核両用）についている。Ｂ-
２Ａは爆弾のみ。警戒態勢は低い。

７ 地中貫通型（１９９７年１１月に導入）。貫通は６ｍ。Ｂ-２Ａにのみ搭載。
８ この他に約７９０個が迅速対応戦力／不活性貯蔵。
９ ワシントン州バンゴーに予備を含めて合計３２０個貯蔵。
１０ 迅速対応戦力も含めて３５０個がＮＡＴＯ軍用としてヨーロッパ６カ国
の７か所の空軍基地に配備。その他に米国内では、ファイティング・
ファルコンＦ１６Ｃ／Ｄ、およびストライク・イーグルＦ１５Ｅに搭載。

１１トマホーク２００発、Ｂ６１（-３，-４，-１０）６００発、退役したＷ７６トライデン
ト弾頭１３００発の多くが迅速対応戦力となっている。

核兵器の名称 爆発力
キロトン

核弾頭数

米国（計９，９６２）

日本

カナダ

核
公式政
存を謳

ＮＰＴ非加盟の核保有国

核保有主張国

オーストラリア

ロ

インド
１９７４年と１９９８年
に核実験。

１９９８年に核実験。
パキスタン

一般に１００～３００発
の核弾頭と種々の運搬手
段を持つと考えられてい
る。

イスラエル

英国

160
うち戦略予備 40

200発
戦略核200 

総計

仏 350発 
戦略核 338

非戦略核 10288 
50 10

総計

北朝鮮（ＤＰＲＫ）
２００６年に核実験。
核保有を主張している。
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る核弾頭があり、オーバーキル状態は変わらない。

　核兵器保有国の他に、公式の政策として他国の核兵器に依存

する安全保障政策をとっている国がある。これを核兵器依存国と

して地図に示した。ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）加盟の非核国２３

か国とオーストラリア、日本、韓国の計２６か国である。

弾頭の分類 米 ロ 英 仏 中 合計

作
戦
配
備

戦
略
核

ＩＣＢＭ／ＩＲＢＭ 1,050 1,843 0 0 79 2,972

ＳＬＢＭ 2,016 624 160 288 12 3,100

爆撃機搭載核兵器 1,955 872 0 50 40 2,917

戦略核予備 215 ― 40 ― 70 325

小計 5,236 3,339 200 338 200 9,314

非
戦
略
核

ＡＢＭ／ＳＡＭ 0 700 0 0 0 700

空軍航空機用 400 975 0 0 0 1,375

海軍用 100 655 0 10 0 765

小計 500 2,330 0 10 0 2,840

合計 5,736 5,670 200 350 200 12,154

迅速対応戦力及び不活性貯蔵 4,226 9,330 ― ― ― 13,556

総計 9,962 15,000 200 350 200 25,710

２００７．７

出典：天然資源保護評議会（ＮＲＤＣ。米国）のＲ・Ｓ・ノリス
及び米科学者連盟（ＦＡＳ）のＨ・クリステンセン、及び平和・
紛争に関する資料・調査センター（ＣＤＲＣ　仏・リヨン）の資
料をもとにした。

（兵器の名称は、ＮＡＴＯ命名のもの。）

核弾頭数核兵器の名称

ロシア（計１５，０００）
爆発力
キロトン

８７２８

１９０１１

戦略核（小計３，３３９）
●ＩＣＢＭ（小計１，８４３）
ＳＳ-１８　Ｍ４､Ｍ５､Ｍ６（サタン）５５０～７５０ ８００１

ＳＳ-１９　Ｍ３（スチレトウ） ５５０～７５０ ７５６２

ＳＳ-２５（シックル）（トーポリ） ５５０ ２４２３

ＳＳ-２７（トーポリＭ） ５５０ ４２４

ＳＳ-２７Ａ（トーポリＭ１） ５５０？ ３５

●ＳＬＢＭ（小計６２４）
ＳＳ-Ｎ-１８　Ｍ１（スチングレイ） ２００ ２４０６

ＳＳ-Ｎ-２３（スキフ） １００ ３８４７

●爆撃機搭載核兵器（小計８７２）
核爆弾
　ＡＬＣＭ（弾頭：ＡＳ１５Ａ、Ｂ） ２５０
　ＳＲＡＭ（弾頭：ＡＳ１６）
非戦略核（小計２，３３０）

●ＡＢＭ／ＳＡＭ　（小計７００）
５１Ｔ６／５３Ｔ６（ユーゴン／ガゼル）

１０００／１０ １００
ＳＡ-１０（グランブル） low ６００
●空軍航空機（小計９７５）
核爆弾/ＡＳＭ（ＡＳ-４（キッチン）） ９７５９
/ＳＲＡＭ（ＡＳ-１６）
●海軍用戦術核（小計６５５１０）
核爆弾
ＡＳＭ　ＡＳ-４（キッチン） １，０００
ＳＬＣＭ
　ＳＳ-Ｎ-９（サイレン） ２００
　ＳＳ-Ｎ-１２（サンドボックス） ３５０
　ＳＳ-Ｎ-１９（シップレック） ５００ ２４０
　ＳＳ-Ｎ-２１（サンプソン） ３００
　ＳＳ-Ｎ-２２（サンバーン） ２００
対潜核兵器
　ロケット爆雷ＳＳ-Ｎ-１５（スターフィッシュ）

２２５　対潜ミサイルＳＳ-Ｎ-１６（スタリオン）
　その他核魚雷、爆雷

迅速対応戦力及び
　不活性貯蔵（小計９，３３０）

１ １０ＭＩＲＶ×８０基。ＳＴＡＲＴⅡが無効になり保持。しかし削減が
続く。液体燃料。

２ ６ＭＩＲＶ×１２６基。削減する計画。液体燃料。２００６年１１月９日に
発射テスト。

３ 単弾頭。ロシア名トーポリ。道路移動型で固体燃料。２００６年８月
３日に発射テスト。

４ 単弾頭。ロシア名トーポリＭ。軌道を変更できる弾頭もある。
５ トーポリＭの移動型。新しいカモフラージュ。
６ デルタⅢ級戦略原潜に搭載。５隻×１６発射管×３ＭＩＲＶ。すべ
て北方艦隊に所属。

７ デルタⅣ級戦略原潜に搭載。６隻×１６発射管×４ＭＩＲＶ。２隻が
北方艦隊、４隻が太平洋艦隊に所属。

８ ベアＨ６（Ｔｕ-９５ＭＳ６）３２機、ベアＨ１６（Ｔｕ-９５ＭＳ１６）３２機、ブ
ラックジャック（Ｔｕ-１６０）１４機に搭載。ベアＨ６は１機あたりＡＳ１
５Ａまたは核爆弾を６個（計１９２個）、ベアＨ１６は１機あたりＡＳ１５
Ａまたは核爆弾を１６個（計５１２個）、ブラックジャックはＡＳ１５Ｂま
たはＡＳ１６、または核爆弾を１２個（計１６８個）搭載する。

９ バックファイヤー（Ｔｕ-２２Ｍ）やフェンサー（Ｓｕ-２４）約４９０機に
搭載。各２個と推定。

１０ 内訳は昨年までのデータによるピースデポの推定。
１１ バックファイヤー（Ｔｕ-２２Ｍ）４５機、フェンサー（Ｓｕ－２４）５０機に

搭載。各２個。

ＮＮＮＮＮＰＰＰＰＰＴＴＴＴＴ加加加加加盟盟盟盟盟核核核核核兵兵兵兵兵器器器器器国国国国国ののののの弾弾弾弾弾頭頭頭頭頭数数数数数 　２００７年７月現在

※丸めのため合計に不一致がある。

核兵器依存国
政策として核兵器依
謳っている。

15,000発シア
作戦配備 5,670 迅速対応戦力及び不活性貯蔵

1,843 
624
872

655 
975 

戦略核 3,339

総計

非戦略核 2,330 

ABM/SAM 700 

米国 9,962発
作戦配備 5,736 

迅速対応戦力及び
不活性貯蔵

4,226 
うち戦略予備 215 

戦略核 5,236 500
1,050 
2,016 
1,955 

100 
400 

総計

非戦略核 

中国

79
12
40

うち戦略予備 70 

総計200発
戦略核200 
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図説地球上の核弾頭全データ（続き）２００７．７

戦略核（小計３３８）
●ＳＬＢＭ１（小計２８８）
ＭＳＢＳ２ Ｍ４５（弾頭：ＴＮ７５） １００　 ２８８３

●爆撃機搭載核兵器（小計５０）
ＡＳＭＰ４（弾頭：ＴＮ８１） ３００　 ５０５

　非戦略核（小計１０）
●空母配備航空機搭載核兵器（小計１０）
ＡＳＭＰ（弾頭：ＴＮ８１） ３００　 １０６

爆発力
キロトン核弾頭数核兵器の名称

１ランフレキシブル戦略原潜１隻とル・トリオンファン戦略原
潜３隻に搭載。

２フランス語で「艦対地戦略弾道ミサイル」の頭文字。
３３隻×１６発射管×６ＭＩＲＶ。
４フランス語で「空対地中距離ミサイル」の頭文字。
５ミラージュ２０００Ｎ（６０機、３飛行隊）に搭載。１機あたり１弾
頭。弾頭は５０と見積もられる。

６シュペル・エタンダール２４機（２飛行隊）に搭載。通常任務
の航空機もある。唯一の空母ドゴール（原子力）に配備。

フランス（計３５０）

戦略核（小計１６０）
●ＳＬＢＭ１

トライデントⅡ　Ｄ５ １００ １６０２

　予備貯蔵（小計４０）

１　バンガード級戦略原潜４隻に搭載。４隻目ベンジャスは
２００１年２月にパトロール任務についた。常時１隻のみパ
トロール。

２　弾頭は、米国のＷ７６に類似だが英国産。４隻×１６発射
管×３ＭＩＲＶで計算すると１９２個。実際には、２～６発射
管は単弾頭と推定され、平均して１隻あたり４０弾頭と推
定される。４０×４隻＝１６０。別の推定として、２００５年７月２
１日の英議会でパトロール中の原潜は４８個の弾頭を持
つと政府が証言。３隻分として１４４個。４隻分として１９２
個。実際にはこの中間と考えられる。

爆発力
キロトン 核弾頭数核兵器の名称

英国（計２００）

戦略核（小計１３０）
●ＩＣＢＭ/ＩＲＢＭ１（小計７９）
ドンフォン（東風）-３Ａ ３，３００ １６
ドンフォン（東風）-４ ３，３００ ２２
ドンフォン（東風）-５Ａ２ ４～５，０００ ２０
ドンフォン（東風）-２１，２１Ａ ２００～３００ ２１
ドンフォン（東風）-３１３ ？ ０
ドンフォン（東風）-３１Ａ ？ ０
●ＳＬＢＭ（小計１２）
ジュイラン（巨浪）-１ ２００～３００ １２４

ジュイラン（巨浪）-２５ ？ ？
●爆撃機搭載核兵器（小計４０）
核爆弾 ４０６

予備貯蔵（小計７０）

東風-３Ａは、ＮＡＴＯでの名称はＣＳＳ-２。以下、東風-４はＣＳＳ-３、
東風-５ＡはＣＳＳ-４、東風-２１ＡはＣＳＳ-５。巨浪-１はＣＳＳ-Ｎ-３。

１ 東風-５Ａ（射程１３，０００ｋｍ）、東風-３１（射程８，０００ｋｍ）、
東風-３１Ａ（射程１２，０００ｋｍ）はＩＣＢＭ。他はＩＲＢＭ。全て
単弾頭。

２ 米大陸にとどく現有唯一のＩＣＢＭ。２００５年に３０発に増え
ると米国防総省は分析していたが不変。

３ 移動式、固体燃料。１９９９年８月２日に初めて発射実験。２
０００年１１月４日、１６日に２回目、３回目の実験。ＭＩＲＶか否
かについて確証はない。

４ 戦略原潜シァ（夏）級（中国名：大慶魚）に搭載。１２発射
管。２隻目の報道があったが、現状は不明。

５ 新世代原潜（０９４型）に搭載する計画進行中。ＤＦ３１の変
型と考えられるが、単弾頭らしい。

６ ホン（轟）-６（ＮＡＴＯ表示：Ｂ-６）１００～１２０機のうちの２０機。
キャン（強）-５のうちの２０機程度が核任務を持つと推定。

核兵器の名称 爆発力
キロトン

中国（計２００）

核弾頭数

運搬手段２

●航空機３

●短・中距離弾道ミサイル４

核兵器の名称

　組み立てられた核弾頭 ５～２５１ ５０～６０

１　１９９８年５月の核実験の地震波からの推定値。インド
は、最高４３キロトンの爆発を主張している。

２　いずれも核任務の他に通常任務を持つ。
３　ミラージュ２０００Ｈ（バジュラ）４８機、ジャガーＩＳ／ＩＢ
（シャムシャー）７０機のいくつかが、核任務をもつと推
定される。

４プリトビ１（射程１５０ｋｍ）が配備済み。アグニ１（射程７
００ｋｍ）とアグニ２（射程２，０００ｋｍ）の配備状況ははっ
きりしない。。アグニ３（射程３０００ｋｍ）、ダヌシュ（射程
３５０ｋｍ、プリトビ２の海軍版）及びプリトビ３（射程３００ｋ
ｍ）、サガリカを開発中。

爆発力
キロトン

核弾頭数

インド（計５０～６０）

爆発力
キロトン

核弾頭数

４～１２１  ６０

運搬手段
●航空機２

●短・中距離弾道ミサイル３

●巡航ミサイル４

核兵器の名称

組み立てられた核弾頭
１　１９９８年５月の核実験における地震波からの推定値。
２　米国製Ｆ１６Ａ／Ｂ（ファイティング・ファルコン）３２機のい
くつかが核任務をもつと推定される。

３ガズナビ（ハトフ３、射程４００ｋｍ）、シャヒーン１（ハトフ４，
射程４５０ｋｍ）、ガウリ（ハトフ５、射程１，３００～１，５００ｋｍ）
の配備が確認されている。シャヒーン２（ハトフ６、２，０００
ｋｍ）を開発中。

４ 巡航ミサイル・バーバー（ハトフ７、射程５００ｋｍ）を開発
中。

パキスタン（計６０）

爆発力
キロトン

核弾頭数

運搬手段
●航空機２

●中距離弾道ミサイル３

●砲弾・地雷

核兵器の名称

流布された推定１ １００～３００ １　１９７９年９月２２日、南アフリカ近海の南インド洋はるか上空
で、秘密裏に核実験が行われたとの説がある。クリステン
センらは弾頭数を２００と推定。

２　米国製Ｆ１６Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ（ファイティング・ファルコン）２６０
機、同Ｆ１５Ｅ（ストライク・イーグル、イスラエルではＦ１５Ｉ・ラ
アムと呼ぶ。）２５機の一部が核任務を持つと推定される。

３ジェリコ１（射程１，２００ｋｍ）、同２（射程１，８００ｋｍ）が配備さ
れている。

イスラエル（計１００～３００）

運搬手段
●中距離弾道ミサイル２、３

核兵器の名称

１　２００６年１０月９日の核実験における地震波からの推定
値。プルトニウム保有量については４０～５０ｋｇ（核弾頭
６～８個分）と推定されている（０６年１１月現在）。

２　ノドン（射程１，４８０ｋｍ）は核搭載可能。２００基配備。テ
ポドン１（射程２，３００ｋｍ）、テポドン２（射程６，２００ｋｍ）
は未配備。テポドン２には３段式のものも開発されてい
る。推定射程１５，０００ｋｍ。

３ 米国防総省は、単段式ムスダン（射程５００ｋｍ）が存在
すると分析している（この項「朝日新聞」０７．５．１３）。

北朝鮮（ＤＰＲＫ）
爆発力
キロトン

核弾頭数

弾頭化・兵器化の確証
なし

＜１１ ？
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【連載】　いま語る―１５
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　財団法人広島平和文化センターの理事長に就任したとき、
センターの職員をはじめ、広島市民のみなさんがこのことをと
ても理解してくれて、大きな支援を与えてくれたことに、正直驚
いたんですよ。米国人の私が理事長になることに、もっと抵抗
や批判があるだろうと想像していました。でも実際はそうでは
なく、就任直後には、秋葉忠利市長のもとにたくさんの歓迎の
電子メールが届いたと聞いています。
　私に期待されていること、そして私がもっとも貢献できること
は、国内外のＮＧＯや軍縮・平和問題の専門家、また、各国の
自治体・政府・国際機関と広島市が密に連携していくための
パイプ役となることだと思っています。さらに言えば、象徴的な
意味として、これは秋葉市長がずっと言ってきたことですが、
広島の人々が報復や恨みに向かうのではなく、三度目の核兵
器が使用されることのない、よりよい世界をめざして常に前向
きであり続けるという、ヒロシマの姿のまさに「証拠」が私の理
事長就任である、と受け止めています。かつての加害者と被
害者が手を取り合い、ふたたび同じ過ちが起きないよう努力し
ていく、という未来志向の現れとも言えるでしょう。
　広島には２３年間住んでいますが、最初の１２年は自動車部
品メーカーのコンサルタントだったんですよ。本格的に平和活
動家としての第一歩を踏み出したのは９８年。インド・パキスタ
ンの核実験があり、来日した両国の活動家とともに通訳のお

手伝いで各地をまわったのです。こうしたことをきっかけに、森
瀧春子さんと「グローバル・ピースメーカーズ・アソシエーショ
ン」の活動を開始しました。
　その頃、もう一つ私に大きな影響を与えたのは、「O n e
World, Ready or Not」（ウィリアム・グレイダー著）という本で
した。今後人類は環境問題をはじめさらに多くの問題を抱える
ようになる。これらを暴力や市場の競争原理で解決していくの
か、それとも平和的共存で解決することを選ぶのか、人類は最
大の岐路に立っている、という内容です。私にとって答えは明
らかでした。環境問題を解決していくためにも平和がなくては
ならない、そのためにはアクティブな平和運動が必要だ、と。
　平和市長会議とのかかわりは２００１年に遡ります。国連での
平和市長会議の活動を活性化したい、という秋葉市長の要請
を受け、専門委員としてニューヨーク周辺の平和・軍縮ＮＧＯの
関係者とのネットワークを広げていき、０３年に「２０２０ビジョン」
キャンペーンを立ち上げました。０５年のＮＰＴ再検討会議の失
敗を受けて、いまキャンペーンは地雷禁止キャンペーンのよう
な「トラックⅡ」（市民社会レベルの外交）プロセスを進もうとし
ています。しかし、０５年以降、第４回国連軍縮特別総会開催へ
の動きなど多くの可能性が開けている一方、たくさんのアイデ
アがありすぎて、焦点となる運動を絞り切れていないという課
題に直面しています。
　平和市長会議の加盟都市は１７００近くにのぼりますが、これ
らの都市から資金面でさらなる協力を得るためにも、焦点の明
確化を急がなければなりません。平和市長会議の活動は、こ
れまで多くを広島・長崎の財政負担に依存してきましたが、そ
れでは限界があります。資金が集まれば、本格的なＰＲ活動に
投資できるようになります。それがさらに企業や個人からの資
金を集め、もっと多くの有権者に影響を与えるようなキャンペー
ン展開ができると考えています。
　こうした戦略を打ち出していく際の協力者として、先日、米
国の平和運動に強いネットワークを持つジャッキー・カバッソさ
んと、ベルギーの全自治体の半数以上を平和市長会議に加
盟させた立役者でもあるポール・ドイベッターさんの２人が新
たに平和市長会議の専門委員に就任しました。専門委員とし
ては、すでに国連と平和市長会議のパイプ役としてアーロン・
トビッシュさんが活躍しています。こうした強力なメンバーを揃
え、８月の終わりには広島で戦略を議論し、今後の方向性を定
めていこうと計画しています。
　このほかにも、全米１０１都市での原爆展開催プロジェクトの
開始が、私が理事長になって実現したことの例といえますね。
このプロジェクトを通じては、開催地の地元の人々が主体と
なった原爆展の開催をめざすことで各地の活動家との連帯を
強め、また、原爆展に加えて地方紙や大学新聞などに告知を
載せることで核兵器廃絶への関心を各地コミュニティに広め
ようとしています。まだ始まったばかりですが、すでに多くの個
人・団体から好意的な反応が寄せられています。なんらかの
形で協力したい、という、いわば人 の々善意の嵐を全米中に巻
き起こしたいと思っているんですよ。（談。まとめ：中村桂子）

スティーブ・リーパー
　米国出身の平和活動家。今年４月２３日、日本人
以外では初の財団法人広島平和文化センター理
事長に就任。広島市在住。

写真：倉島洋輔
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　米国が掲げる国家安全保障の主たる目
的は米国自身、同盟国、友好国への侵略を
抑止することである。トルーマン大統領時代
以降のどの政権も米国の国家安全保障政
策をほぼ同じ言葉で定式化し、抑止の維持
において核兵器が果たす本質的役割を敵
国にも同盟国にも等しく明らかにしてきた。米
国の抑止政策を維持するには、数十年にお
よぶ、わが軍の男女隊員の献身的な奉仕、
合衆国外交官による熟達した外交表明、核
分野の科学者・技術者・技能員の緻密で、し
ばしば危険な作業が不可欠であった。米国
による信頼のおける核抑止の拡大は、同盟
国の安全保障にとって死活問題であり、多く
の主要な同盟国が自国の核兵器を開発す
る必要性を排除してきた。

　信頼のおける抑止を維持するには、とりわ
け、議会との数十年にわたる党派を超えた
協調が不可欠であった。先ごろ、冷戦後にお
ける米国の核戦力構成の指針と根拠を与え
るような一貫した核兵器戦略がないという見
解を表明した議員があった。このような懸念
により詳しく応えるため、この要約に続いて詳
細な報告書が出るであろう。その報告書は、
核戦力構成を決定するのに用いられるデー
タと方法を提示し、備蓄核兵器の転換の進
展を計るために理解すべき要点を述べ、米
国の核戦力につきまとっている多くの作り話
を一蹴するであろう。
　米国家安全保障、そして同盟国への誓約
と責務に合致した効果的な戦略抑止力を最
小限の核兵器で達成することこそわが政権

の方針である。２００１年にブッシュ大統領は、
作戦配備の戦略核兵器数を２０１２年までに
約６０００発から１７００～２２００発に、つまり３分の
２を削減するように命じた。備蓄核兵器も作
戦配備戦略核兵器に付随して削減されるの
で、それはアイゼンハワー政権以降最小の
レベルになる。
　１９５０年代から１９９０年代にかけて製造され
維持されてきた冷戦時代の膨大な核兵器の
こうした劇的な削減は、いくつかの要因に
よって可能になった。数十年の間、ソビエト連
邦は、巨大で、手強く、イデオロギー的に動機
づけられた敵国であったが、その崩壊によ
り、米国は核戦力の必要性を見直すことがで
きた。２００１年にブッシュ大統領はまた、２１世
紀における信頼のおける抑止にとってさらに
適切な新たな軍事力への移行を命じた。非
核および核攻撃力、ミサイル防衛、国家安全
保障のための即応性のあるインフラからな
る、戦略的能力の「新しい三本柱」によって
核兵器への依存を減らしながらも核戦力の

米国家安全保障と核兵器：２１世紀における抑止の維持　
エネルギー長官・国防長官・国務長官による声明　　　
２００７年７月　

資
料

米政府のエネルギー省長官サミュエル・ボッドマン、国防総省長官ロバート・ゲイツ、国務省長官コンドリー
サ・ライスの３長官が７月２０日、ブッシュ政権の核兵器戦略に関する「米国家安全保障と核兵器：２１世紀にお
ける抑止の維持」と題した連名の文書を議会に提出した。これは注目すべき重要文献である。この背景には、
信頼性代替弾頭（ＲＲＷ）計画予算が、２００８年度の国防予算の審議過程で大幅に削減される可能性が出て
きていることがある。そこで「核兵器政策の長期的ビジョンが不在だ」という批判に応えながら、議会にＲＲＷ
予算の承認を求めることを主眼にしている。

米政府、核兵器への基本ビジョンを提示
３長官が、議会に重要報告書

　本誌２８１-２号（０７年６月１５日）で紹介したように、民主党が
多数を占めた米議会で核兵器関連予算に対して厳しい査
定が始まっている。その象徴が米下院歳出委員会「エネル
ギー及び水開発」小委員会がＲＲＷ関連予算を全額カットし
たことであった。小委員会委員長は、その理由を、予算を付け
る前に「保有核兵器と核兵器コンプレックスの転換と縮小の
指針となる核兵器の国防戦略が必要だ」と述べていた。以前
からも、冷戦後の核兵器の基本的位置づけについて、米政権
内のコンセンサスがないことが指摘されていた。たとえば議
会調査サービスの報告書１や国防科学委員会がこのことを指
摘した２。今回の文書は、このような根本的な批判に応えるた
めに、３長官連名の見解表明の形をとったと考えられる。
　その意味で、この文書は必読すべき重要文献である。全訳
を下に掲載する。文書にも書かれているように、これはやがて
発表される（おそらく非公開を含む）長い報告書の要約に当
たる。

日本などのために核兵器保有
　まず文書は、「我 は々予見できる未来にわたって核兵器の
必要性は継続するとの結論に達した」と米国による核兵器の
長期保有を結論づけた。重要なのは、そのために２つの理由
を掲げていることである。
　第一に、「未来の安全保障環境は非常に不確実であり、ま

た好ましからぬ傾向もある」という認識の下に、国家安全保障
のために戦略的抑止力を維持しなければならないという理由
である。そして第二に、「主要な同盟国への米国による安全の
保証」を理由として掲げた。米国が「核の傘」によって安全の
保証を確約しているから、同盟国は独自に核兵器保有を目
指さなくてもよい、核不拡散に不可欠の役割を果たしている、
という理屈である。イランや北朝鮮の核兵器開発計画を掲げ
ながら主要同盟国の核武装の可能性に言及しており、まさに
日本が念頭にある。
　文書は、このような理由を基礎に、「効果的な戦略抑止力を
最小限の核兵器で達成する」というのがブッシュ核戦略の基
本であるとした。そして、そのためには「持続可能性、安全性、
保安性、信頼性の問題に対処し、より小規模だが信頼できる
核抑止力を達成するために米国はＲＲＷ計画に投資しなけ
ればならない」と強調している。また、ＲＲＷは、将来の政権が
必要とするならば新型核兵器備を開発することを可能にする
「即応性のある核兵器インフラに米国が移行することを可能
にする」と強調している点も重要である。（湯浅一郎、梅林宏
道）

注
１　アミイ・ウールフ「合衆国の戦略核戦力：背景、経過及び問題点」
（ＲＬ３３６４０）、２００６年９月８日。
２　国防科学委員会タスクフォース「核能力―報告書の要約」、２００
６年１２月。

●Ｍ

www.nnsa.doe.gov/docs/factsheets/2007/NA-07-FS-04.pdf
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削減に伴う危険性を和らげてもいる。
　しかし現代の他の要因を考えると、我 は々
予見できる未来にわたって核兵器の必要性
は継続するとの結論に達した。未来の安全
保障環境は非常に不確実であり、また好まし
からぬ傾向もある。ならずもの国家は、核兵
器を含む大量破壊兵器を保有しているか、
保有しようとしており、さらに将来の拡散につ
いての危険は無視できない。意欲的な核戦
力近代化計画を持つ既存の核兵器国を含
め、数にかかわらずいくつかの国の今後の
方針次第では、米国と同盟国の安全保障に
劇的な影響を及ぼすことがありうる。我 は々、
米国の核兵器は安全保障の究極の守護神
として引き続き役立ち、よって同盟国が自国
の核兵器を開発するいかなる必要はまった
くないことを同盟国に確約するように努めて
いる。実際、北朝鮮とイランの核兵器開発計
画によって、世界中の主要な同盟国への米
国による安全の保証の重要性が明白になっ
ている。信頼できる米国の核兵器能力、そし
て同盟国にたいする米国の安全保障責任
は、抑止の変わらぬ不可欠な一部であり、ま
た拡散を制限する努力の重要な要素であり
続けている。
　我が政権は、１７００発～２２００発の戦略弾頭
という作戦戦力は、冷戦期の核兵器保有量
よりもかなり小規模ではあるが、依然としてこ
うした目標を達成するに足る能力を提供しう
ると確信している。この戦力は、侵略や大量
破壊兵器の使用に断固として対応するため
に必須の手段と政治意志を合衆国が有して
いることを同盟国にも敵国にも示している。
現在の計画は、国際的な安全保障環境の変
化が要求するならば、将来の政権が核戦力
態勢を追加的に調整する選択枝を残してい
る。
　われわれは重大な転機におり、米国は、最
小限の核兵器で信頼のおける抑止力を維
持するのに必要な能力のために今こそ投資
しなくてはならない。深刻なリスクをおかさな
いとすれば、総備蓄核兵器のさらなる削減は
即応性のある核兵器インフラがあってはじ
めて実現できる。即応性のある核兵器インフ
ラがなくては、米国は、冷戦期の老朽化した
備蓄核兵器にまつわる技術上のリスクやこ

の先何年にもわたる地政学的な不確実性に
対して、作戦配備の核兵器を補助する大量
の予備兵器を保持することによってしのいで
ゆかなくてはならない。これは、ますます費用
がかかり、また潜在的に危険な備蓄核兵器
管理へのアプローチである。現在の備蓄核
兵器の寿命を延ばそうとして次 と々行われて
いる努力は、これら核兵器を地下核実験か
ら導かれた元 の々データから乖離させ、時が
経つと信頼性や性能を損なう可能性がある
ような技術的な変更を加えたり伴ったりする
危険を犯している。こうした古くなった核兵
器の設計を更新したり維持するのに必要な
技能と技術は、保持したり取得したりするの
がますます困難になっている。そのうえ、こう
した古い核兵器に用いられた材料の中には
極めて危険なものもある。さらに、現代の安
全・保安特性を冷戦期の核兵器設計に取り
入れることは困難である。最後に、米国が地
下核実験の一時停止を引き続き遵守すると
きには、既存の備蓄核兵器の性能を保証す
ることはいよいよ難しくなる。
　持続可能性、安全性、保安性、信頼性の
問題に対処し、より小規模だが信頼できる核
抑止力を達成するために米国は信頼性代
替弾頭（以下ＲＲＷ）計画に投資しなければ
ならない。とりわけ合衆国の核戦力、備蓄核
兵器の総数、及び核兵器インフラの規模を
米国が削減するとき、この計画の遂行は抑
止能力の長期的信頼を維持するために不
可欠である。ＲＲＷとは代替弾頭であり、備蓄
核兵器の数を減らすのに役立つが、新たな
軍事能力にはならない。かわりにＲＲＷによっ
て米国の核兵器はより安全になり、従来の兵
器に後から取り付けることができない最新の
保安機能を結合することで認可なしの使用
に対していっそう保安性が高まる。ＲＲＷの
設計は、現在の備蓄核兵器の設計よりも高
い信頼性と性能マージンを与え、また漸増
する老朽化現象や製造上のばらつきに対し
て余り敏感ではない。ゆえにＲＲＷのおかげ
で米国は、信頼性を証明するための核実験
に回帰する可能性を減少させながら、２１世
紀の危機と挑戦に対処することができる。や
がては、ＲＲＷは、地政学上の状況が必要と
するならば、将来の政権が備蓄兵器を調整

することを可能にするようなより小規模でより
即応性のある核兵器インフラに米国が移行
することを可能にする。ＲＲＷは、米国が同盟
国への安全保障責任を持続させる鍵であ
り、第６条を含む核不拡散条約（ＮＰＴ）下の
義務にも完全に合致している。
　ＲＲＷ計画にたいする議会の支持がなく
ては、抑止戦略を維持すること、同盟国への
安全保障責任を果すこと、追加的な危機を
想定せずに核兵器の削減をさらに遂行する
といった、長期にわたる合衆国の能力につ
いて憂慮せざるをえない。ＲＲＷの進展を遅
らせるならば、米国は膨大な備蓄核兵器を
維持し、いよいよ経費がかかりリスクの大き
い寿命延長計画によってそれを持続せざる
を得なくなる。さらにＲＲＷの遅延は、既存の
核兵器の性能を保証するために地下核実
験に回帰せざるをえないという予測を高める
ことにもなる。
　信頼のおける抑止を維持するために、議
会との数十年にわたる党派を超えた協調が
不可欠であったが、この協調は、これまで以
上に将来において決定的に重要である。合
衆国の核戦力、備蓄核兵器、及び核兵器イ
ンフラをより小規模で、より安全で、より保安性
が高く、２１世紀の危機と挑戦に対処するた
めにより適したものにするよう転換し、削減す
る点において、米国がどれほど速くどれほど
先まで進むことができるかを決めるのに役立
つような多くの決定――ＲＲＷに関する決定
もその一例だが――を今後２０年にわたって
議会は下すことになるであろう。台頭する脅
威や予期せざる技術上のできごとに迅速か
つ効果的に対応できる核インフラの創出に
むけて我 は々前進しなくてはならない。そう
することによって、我 は々長期にわたる抑止
を維持する能力が保証され、作戦配備戦力
のみならず備蓄核兵器全体を将来削減する
ことが可能になる。議会がＲＲＷのような革新
的な計画を認可し予算を与えるのが早けれ
ば早いほど、米国や同盟国はこの計画が有
する利点――可能な最小の核兵器によって
信頼性があり効果的な抑止力を維持できる
という利点――により早く気づくことができる
であろう。

　（訳：ピースデポ）

●８月９日　日米政府、沖国大ヘリ墜落事故を受
けた普天間飛行場の新たなヘリコプター飛行
ルートに合意。新ルートは琉球大上空に。県は反
発（１０日）。
●８月９日　那覇軍港移設に関する協議会第１４
回会合で、キャンプ・キンザー沖の代替施設が逆
L字型の４９haと確定。
●８月９日　防衛施設庁、うるま市の養護学校と高
校に米装甲車とトラックが侵入した問題で、両校
を訪ね、校長らに謝罪。
●８月１０日付　キャンプ・ハンセン内に米軍実弾
射撃場新設が明らかに。
●８月１０日　北谷町議会、米軍予定のＦ１５戦闘
機未明離陸中止を求める意見書を全会一致で可
決。
●８月１０日　県、防衛施設庁による普天間移設に

向けたアセス方法書の提出強行に抗議。
●８月１０日　国民新党・そうぞう・無所属の会、沖
縄振興に関する沖縄自立委員会発足。
●８月１２日　沖国大でヘリ墜落３年を考える「NO
FLY ZONE（飛行禁止区域）コンサート２００７」開催。
●８月１３日　渡久地沖国大学長、ヘリ墜落３年
で、「今後も『普天間基地の即時撤去』、『日米地
位協定の改定』を要求していく」。
●８月１３日　伊波宜野湾市長、日米の普天間飛
行場のヘリ周回経路見直しを批判、監視カメラを
設置し飛行実態を調査する意向。
●８月１３日　防衛省、陸自情報保全隊による市民
団体調査及び、辺野古への海自動員に関する琉
球新報社の情報公開請求に拒否回答。
●８月１４日　那覇防、普天間飛行場移設に関す
るアセス方法書の広告縦覧を開始。県、名護市が
場所提供に応じず、民間施設で実施。

●８月１６日　金武町長と伊芸区長、キャンプ・ハ
ンセンの米射撃場整備問題で那覇防衛施設局と
外務省沖縄事務所を訪問、抗議。
●８月１６日　嘉手納基地、５月２５日に起きたジェッ
ト燃料漏れの土壌流出は最大で約４千ガロンと発
表。当初説明の約２倍。
●８月１７日　金武町議会、キャンプ・ハンセン内レ
ンジ３付近の米軍射撃場整備の中止を求める決
議を全会一致で可決。
●８月１７日　仲井真知事、「教科書検定意見撤回
を求める」県民大会への参加を明言。「東京に向
かって言うべきことは言う」と表明。

⇒１２ページから　日誌つづき
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次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。

田巻一彦（ピースデポ）、中村桂子（ピースデポ）、氷熊克哉
（ピースデポ）、湯浅一郎（ピースデポ）、鵜飼礼子、田中博
崇、塚田晋一郎、津留佐和子、中村和子、華房孝年、山口
響、梅林宏道

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（６桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：会
員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願いま
す。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購読の更
新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたしますが、入
会を歓迎します。

今号の略語

書：秦莞二郎

ピースデポ電子メールアドレス事務局＜office@peacedepot.org＞梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞田巻一彦＜QZT04441@nifty.com＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞氷熊克哉＜higuma@peacedepot.org>

ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の
利用の際に優遇されます。『モニター』は、紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらかを選択できます。料金体系は変わりませ
ん。詳しくは、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

日  誌
２００７．７．２１～８．２０

作成：塚田晋一郎、氷熊克哉

●７月２１日　パキスタン、核搭載可能なミサイル
の発射実験を２度実施。
●７月２２日　ベルギー、保有クラスター爆弾１１万
５千発の廃棄を決定。
●７月２５日　サルコジ仏大統領リビアを訪問し、
民生用原子炉の提供を公約。
●７月２７日　米印、核協力に関する共同声明を
発表。（本号参照）
●７月２９日　フィリピンのマニラで、東南アジア非
核兵器地帯条約についての初の閣僚会議。向こ
う１０年の「行動計画」を採択。
●７月２９日　第２１回参議院選挙で自由民主党が
大敗。
●７月３０日　ＩＡＥＡの査察官、イランの建設中重
水炉を査察。
●７月３０日　フィリピンのマニラで、ＡＳＥＡＮ外相
会議。今年１１月シンガポールで首脳会談へ。
●７月３１日　小沢一郎・民主党代表、記者団との
質疑でテロ特措法延長反対を表明。
●８月２日　リビア、総額約２７４億円の対戦車ミサ
イル・ミランを仏企業から購入する契約を発表。
●８月２日　マニラでＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲ
Ｆ）の閣僚会議。
●８月４日　前原誠司・民主党前代表、ＴＶ番組で
「対テロ特措法の延長は必要」。
●８月５日　ロシア海軍マソリン司令官、新型ＳＬＢ
Ｍ「ブラワ」の量産を発表。
●８月６日　広島で６２回目の「原爆の日」。

●８月６日　日系映画監督スティーブン・オカザキ
のドキュメンタリー「ヒロシマ・ナガサキ」が米放送
局のＨＢＯで放映。
●８月７日　板門店の韓国側施設「平和の家」で
６か国協議「経済およびエネルギー協力」作業部
会が開幕。８日まで。
●８月８日　小沢一郎・民主党代表、シーファー駐
日米大使に「テロ特措法の延長は不必要」。
●８月９日　長崎で６２回目の「原爆の日」。
●８月９日　ＩＡＥＡによる北朝鮮核施設への監視
カメラ設置作業が完了。
●８月９日　韓国と北朝鮮、８月２８日～３１日に南北
首脳会談開催で合意。
●８月１０日　上海協力機構（ＳＣＯ）中国とロシア
で合同軍事演習。１７日まで。
●８月１０日　麻生外相とシーファー米大使、「日米
軍事情報包括保護協定」に署名、発効。
●８月１６日　中国、瀋陽で６か国協議「朝鮮半島
の非核化」作業部会が開幕。１７日まで。
●８月１５日　政府、米軍再編特措法施行令を閣
議決定。
●８月１６日　ハワード豪首相、印とウラン輸出交
渉の開始を発表。
●８月１８日　ＩＡＥＡエルバラダイ事務局長、北朝
鮮核問題についての報告書を３５理事国に配布。
●８月１８日　８月末開催予定の南北首脳会談、北
朝鮮の水害を理由に１０月２～４日に延期。
●８月２０日　モスクワ、ロシア外務省別館で６か
国協議「東北アジアの平和および安全のメカニズ
ム」作業部会が開幕。２１日まで。
●８月２０日　三沢市、米陸軍の移動式弾道ミサイ
ル情報処理システム（ＪＴＡＧＳ）の受入れを表明。
●８月２０日　米韓合同図上演習「乙支（ウルチ）
フォーカスレンズ」始まる。３１日まで。

沖縄
●７月２２日　小池防衛相、就任後初の訪沖、知事
と会談。普天間飛行場の３年めどの閉鎖、移設先
の沖合移動に否定的姿勢示す。
●７月２３日　７月１８日の米装甲車の養護学校敷
地内への侵入に対し、県が外務省沖縄事務所と
那覇防衛施設局に抗議。
●７月２４日　重家沖縄担当大使、米装甲車の養
護学校敷地内侵入を地位協定逸脱と認める。
●７月３１日　知事、普天間飛行場移設問題につ

いて「最近の防衛省のやり方は相当乱暴だ」と批
判。
●８月１日　小池防衛相、普天間飛行場移設協
議が進まなければ北部振興策を凍結する可能性
を示唆。
●８月１日　県警、０４年の米軍ヘリ沖縄国際大墜
落事故で整備兵４人を氏名と年齢不明のまま書
類送検。１０日、那覇地検は不起訴に。
●８月２日　北谷町の米陸軍貯油施設で小型タ
ンクから油漏れが発生。
●８月３日　環境省、ジュゴンを「新レッドリスト」の
「絶滅危惧ⅠＡ類」に加える発表。
●８月６日　米軍のトラックがうるま市の県立高校
敷地内のロータリーに無断侵入。
●８月７日　県教育長、那覇防と外務省沖縄事務
所に米軍車両の度重なる学校侵入を強く抗議。
●８月７日　那覇防衛施設局、普天間移設に伴う
環境アセス方法書を県が拒否する中、一方的に
提出。副知事、遺憾の意を表明。
●８月７日　防衛施設庁、０９年１２月末が使用期
限の普天間飛行場と那覇軍港を引き続き利用す
るため、強制使用手続きに着手。
●８月８日　県教育長、キャンプ瑞慶覧を訪問、高
校への米軍車両侵入について抗議。
●８月８日　教科書検定撤回を求める県民大会
が超党派開催で一致。知事参加の見通しに。
●８月８日　外務省日米地位協定室長、米軍車
両の学校敷地侵入は「地位協定では認められて
いない」との認識示す。

ＤＰＲＫ＝朝鮮民主主義人民共和国
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＮＡＴＯ＝北大西洋条約機構
ＮＧＯ＝非政府組織
ＮＮＳＡ＝国家核安全保障管理局
ＮＰＲ＝核態勢見直し
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＮＳＧ＝原子力供給国グループ
ＲＲＷ＝信頼性代替弾頭

ＡＲＦ＝ＡＳＥＡＮ地域フォーラム／ＡＳＥＡＮ
＝東南アジア諸国連合／ＪＴＡＧＳ＝移動式
弾道ミサイル情報処理システム／ＭＤ＝ミ
サイル防衛／ＰＡＣ３＝改良型パトリオット３
／ＳＣＯ＝上海協力機構／ＳＬＢＭ＝潜水艦
発射弾道ミサイル／ＳＭ３＝スタンダード・ミ
サイル３

⇒１１ページ下段へ

夏季カンパ
ありがとう
ございました。
３２７，７００円と目標を超えるカンパを皆様
からいただきました（８月２８日現在）。ご
理解とご協力に感謝いたします（ピース
デポ）。

　９７年、世界の市民・ＮＧＯにより検討・起草
された「モデル核兵器禁止条約」の改訂版
（０７年４月）が、今年４－５月のＮＰＴ再検討会
議準備委員会でふたたびコスタリカにより提
出され、公式の文書となりました。「核兵器の

廃絶をめざす日本法律家協会」（日本反核
法律家協会）から改訂版の「仮訳」が発行さ
れています。貴重な資料ですので、ぜひご
活用ください。

■改訂版についてのお問い合わせ：
日本反核法律家協会事務局長　
大久保賢一弁護士

ＴＥＬ：０４２－９９８－２８６６　
ＦＡＸ：０４２－９９８－２８６８

モデル核兵器禁止条約・
改訂版（仮訳）が
できました


